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くらしの情報

自
動
車
事
故
被
害
者
へ
の

援
護
制
度
の
ご
案
内

育
成
資
金
貸
付
制
度
（
無
利
子
）

■
対
象
者

保
護
者
の
方
が
自
動
車
、
オ
ー

ト
バ
イ
事
故
に
遭
わ
れ
て
亡
く
な

ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺
障
害
を
残

す
こ
と
に
な
っ
た
ご
家
族
の
中
学

生
以
下
の
お
子
様
。

■
貸
付
金

・
一
時
金 

１
５
５
，０
０
０
円

・
月　

額 

２
０
，０
０
０
円

・
入
学
時
支
度
金４

４
，０
０
０
円

■
返
還
方
法

卒
業
後
20
年
以
内
の
均
等
払
い
。

な
お
、
進
学
し
た
場
合
は
在
学
期

間
中
返
還
猶
予
さ
れ
ま
す
。

重
度
障
害
者
介
護
料
支
給

■
対
象
者

自
動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
事
故
に

よ
り
、
脳
、
脊
髄
、
胸
腹
部
臓
器

損
傷
、
後
遺
障
害
の
程
度
が
次
に

該
当
す
る
方

・
常
時
要
介
護
の
方

月
額
５
８
，５
７
０
円
〜

　

１
３
６
，８
８
０
円

・
随
時
要
介
護
の
方

月
額
２
９
，２
９
０
円
〜

　

５
４
，０
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
先

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
自
動
車
事
故
対
策

機
構
栃
木
支
所

☎
0
2
8（
6
2
2
）9
0
0
1

斎
場
使
用
料
補
助
金
に

つ
い
て

管
外
の
斎
場
（
火
葬
場
）
を
使

用
し
管
外
料
金
を
支
払
っ
た
場
合
、

補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

一
時
、
管
外
料
金
を
全
額
支
払

っ
て
い
た
だ
き
、
補
助
金
申
請
・

請
求
後
に
市
よ
り
補
助
金
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

■
対
象
者

亡
く
な
ら
れ
た
方
ま
た
は
斎
場

使
用
申
請
者
が
下
野
市
民
で
あ
る

こ
と
。

■
対
象
施
設

全
国
全
て
の
斎
場
で
の
火
葬
及

び
待
合
室
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

※ 

「
宇
都
宮
市　

悠
久
の
丘
」「
小

山
聖
苑
」
に
関
し
て
は
式
場
、

控
室
、
霊
安
室
等
も
補
助
対
象

に
な
り
ま
す
。

■
補
助
額

火
葬
に
つ
い
て
は
５
８
，8
0
0

円
、待
合
室
に
つい
て
は 

１
６
，０
５

０
円
を
限
度
に
補
助
金
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

式
場
等
に
つ
い
て
は
管
外
料
金

と
管
内
料
金
の
差
額
に
な
り
ま
す
。

■
申
請
方
法

補
助
金
交
付
申
請
書
に
領
収
書

を
添
付
し
、
環
境
課
ま
た
は
市
民

課
各
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
管
外
斎
場
と
は

○
石
橋
地
区
の
方
：
全
て
の
斎
場

○ 

国
分
寺
・
南
河
内
地
区
の
方
：

小
山
聖
苑
以
外
の
斎
場

■
問
い
合
わ
せ
先

環
境
課
☎（
40
）５
５
５
９

小
山
聖
苑
空
調
設
備
改
修

工
事
の
お
知
ら
せ

小
山
聖
苑
で
は
、
施
設
利
用
者

の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
老
朽
化

し
た
空
調
設
備
の
更
新
工
事
及
び

大
小
式
場
並
び
に
待
合
室
の
天
井

等
改
修
工
事
を
実
施
し
ま
す
。
次

の
日
程
で
式
場
等
の
利
用
が
出
来

な
く
な
り
ま
す
が
、
火
葬
業
務
は

通
常
通
り
行
い
ま
す
。
工
事
期
間

中
、
利
用
者
の
皆
様
に
は
大
変
ご

迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
式
場
工
事
期
間

11
月
１
日
㈭
〜
11
日
㈰

※ 

式
場
（
昴
・
銀
河
）
の
利
用
が

出
来
な
く
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

小
山
聖
苑
☎（
22
）１
１
７
５

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担

金
の
負
担
区
及
び
負
担
金

の
改
正
に
つ
い
て

下
水
道
事
業
の
工
事
費
は
国
や

市
な
ど
の
公
費
の
ほ
か
、
下
水
道

が
整
備
さ
れ
る
区
域
の
方
々
に
負

担
し
て
い
た
だ
く
受
益
者
負
担
金

で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
24
年
９
月
に
条
例
改
正
を

行
い
、
新
し
い
負
担
区
及
び
負
担

金
額
を
次
の
と
お
り
改
正
し
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、

受
益
者
負
担
金
は
下
水
道
供
用
開

始
後
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

下
水
道
課
☎（
48
）２
１
２
３

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

■改正後の下水道負担区及び負担金額

負担区の名称（改正前負担区） 単位負担金額

市
街
化
区
域

国分寺負担区
（合併前の国分寺町東部及び西部負担区）

１㎡当たり
300円

石橋負担区
（合併前の石橋町市街化区域）

仁良川負担区
（合併前の南河内町仁良川負担区）

市
街
化
調
整
区
域

石橋市街化調整区域負担区
（合併前の石橋町市街化調整区域）

1件当たり
400,000円

国分寺負担区
（合併前の国分寺町負担区）

1件当たり
545,000円

南河内負担区
（合併前の南河内町負担区）

1件当たり
380,000円

関根井、笹原、祇園原負担区 1件当たり
365,000円


